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l . 問題意識

ビ本建設業団体連合会（日建連）が 2009年 4月に「建設技能者の人材確保・育成に関する提言」を出した。その中で、「重

層下請構泥改善の提言」として、重層下請次数は原則として 3次以内とし、 5年後をめどに 2次以内を最終目標として取り

組むこととしている。また、近年は重層化がますます深くなる傾向にあり、その原因の 1つに「下請の請負単価が厳しくな

るなかで、社会保険料（健康保険、厚生年金保険等）の事業主負担などが下請の企業経営に重くのしかかるのを避けるため、

建殷技能者を直接雇用せずに、一人親方あるいは個人事業所としている」と断じている。

一方、建設産業専門団体運合会（建専連）は 2009年 2月に「建設労働生産性の伺上に資する提言～躯体編～」を出した。

そこでは下請構造がさらに深化していることを認めつつ、専門工事業者が技能労働者を「雇用できない」事情を説明している。

すなわち、「技能労働者を雇用することは、雇用主の責任として雇用者の健康保険、厚生年金保険等に係る怯定福利費を負

担しなければならず、その負担が相当程度であるため、不本意ながらあいまいな雇用形惹の下で仕事を続けている技能労働

者が存在する」としている。

一件妥当な見解のごとく理解されるが、本当にそうであろうか。ここのところの現状と疑問を検討したいというのが拙稿

の趣旨である。まだ、事実認識が不充分なところもあり、読者諸氏には間題提起と理解していただければ幸いである。

さて、話を重層ご請問題に戻すと、建設現場では重層下肩青構造が今も維持されている。この重屠下請構造の中で、かって

は需給変動が調整され、技能労働者の募集・教育が巧われていた。‘‘技能労働者を育てる”ことも福和厚生もやってきた。反

面、ピンはね、片務的契約などの弊害も指摘されてきた。しかし、現在の重層下請構造は形としては同様でありながら、そ

こで維持される機能が変質している。すなわち、現在のそれは一次下請となる専門工事業者が直接雇用していた技能労働者・

職長を、元請からの発注単価が過度に引き下げられたことにより社会保険、労働保険の事業主負オ旦に耐えられなくなり、ニ

次下請として外部に出すようになり、この連鎖が二次、三次の下請にも及び、結局、社会保険、労働保険の負担がかからな

い域に達する（一人親方）まで連なっているのである。極端に言えば、いまや業種によっては一次下請の専門工事業者に直

接雇用の技能労働者はいない。労働三保険を掛けている技能労働者もきわめて少数である。このような費用負担の軽減を主

口的とする連鎖の中では技能労働者の教育を期待することなど劉底できない。さらに、低賃金にあえぐ技能労働者に自己研

鑽など望ぢべくもない。かといって、公設の機関での技能労働者の育成もごくわずかである。結局現状の日本では、過去に

育った技能労働者の遺産を食い潰しているに過ぎず、新たな技能労働者は育てていない。

そんなことで品質の確保できた建物を獲得することができるであろうか。

2. 労働三保険とは

労働三法といったり、労働三保険といったりするこの言葉は何を意咲しているのか。

厚生労働省の説明では直接雇用の労働者に関しては、この労働三保険を掛けていることが条件となっているという。厚生

年金保険は厚生年金保険法で、雇用保険は雇用保険法で、健康保険は健康保険法でそれぞれ本人負拒と事業主負担分が規定

されており、このことから労働三保険の代わりに労働三法ということもあると解される。さらに、これらに加えて通常は労

働者災害補償保険（労災保険）が法定福利費に計二されることになっている。ちなみに、雇用される労働者については、事

業主に労働保険（雇用保険及び労災保険）及び社会保険（健康保険及び厚生年金保険）の加入が義務付けられおり、このうち、
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労働者本人に負担があるのが、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険である。これらの保険料の労使負担割合は表 1のとお

りである。

労働者負担 事業主負担
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表 1 主な法定福利費の労使負担割合

3 労働三保険の原資はどうなっているか

(l) 発注者と元請との工事請負契約の内訳

まず、公共工事において、労働三俣険の扱いがどうなっているかを見る。

発注図書としての設計図書、工事請負契約書ならびに同約款、現場脱明書、質疑回答書等には法定福利費は明示されてい

trい。ただし、国土交通省の説明によれば、法定福利費は図 1のとおり「公共工事の積算に当たっては、技能労働者を雇用

する企業が負担する労務管理費、教育訓練費、法定福利費等は、労務単価とは別に、現場管理費で計上されている。」とし

ている。

請負工事費
（予定価格）

工 事 価 格

消費説相当額

直接工事黄ーー［歩揖 x単価］

歩揖（数曇） x 
［～ 賓材単価へ

労務単価 1
ヽ 機械経費__, 

共通仮設黄

間接工事費

現場管理費

法定福利費 等

現場管理費＝純工事費（直度E事費十共通仮設費） X現場管理費率

図 1 予定価格における法定福利貴の位置

事実、国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準（平成 19年度版）」によれば、「法定福科費」が現場管理費の中に規

定されており、「現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険斜、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金

保険祠の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額」と規定されている。すなわち、法定福利費の事

業主負担額は請負金額に計上されていることになる。

一方、労働者負担額はここには言十上されておらず、直接工事費の労務費に入っており、労務費を分解すれば法定襦利費の

労働者負担額が浮かび上がるということと解される。しかも、直接工事費の労務費の内訳に関して国土交通省は、「元請下

請間の契約については、公共工事であっても代金の内訳を明示する必要がないため、企業負担の法定福利費や労働者の賃金

に相当する額が通常明らかではない。」との立場をとっている。したがって、元請側の指値・低価格要請あるいは下請側の

ダンピングによって技能労働者の賃金がどのようになっていようとも捕捉不可能であり、ましてや、法定福利費の労働者負

担額が間違いなく技能労働者に渡っているかいなかの確認はできていない。

だとすれば、先の日建連、建専連の堤言の中の現状認識に「あいまいな雇用形態」「法定揺刹費の負担を避ける下請構造
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への変化」とあるように、技能労働者に労働三保険が掛けられていないことが想定され、その場合、公共発注者が支払って

いるはずの事業主負担額の法定福利費は発注者に返還されねばならないことになる。（詳しくは後述）申すまでもなく、筆

者はこのような些細な額の行方を問題にしているのではなく、労働三保険を掛けられていない実態とそれらの保険への加入

が技能労働者の処遇の重要な一部を構成しているのであれば、そのことを白日の下で議論すべきであると考えている。

次に、民間工事において、労働三保険の扱いがどうなっているかを見る。

発注者及び設計事務所からの委託で積算業務を長年やっている事務所の主宰者によれば、「民間工事では数量算出の積算

基準はあるが、その他に共通の標準書式があるわけではない。基本的には応札者であるゼネコンが各社各様の書式で提出し

ている。また、我々が予算書を作成する場合も各社各様で、これといって決まった標準書式はない。」とのことである。また、「保

険や福利厚生に関する規定や書式はなく、一部のゼネコン明細ではそれらを現場経費に含み計上しているようだが、一式表

現がほとんどで別紙内訳が添付されているわけではない。したがって、どこまでの範囲の保険かは判断不可能である。おそ

らく、ゼネコンの現場職員の分だけと考えられる。」とのことである。民間工事における発注者と元請との法定福利費に関

する契約上の扱いは、慎重かつ詳細に調査分析する必要がある。理由は、申すまでもなく、技能労働者の労働三保険加入の

原資はここで決定されるといって過言ではないからである。

(2)元請と下請、下請と二次下請との下請負契約の内訳

ここに、ある大手ゼネコン傘下の専門工事業者が、元請並びに二次請業者と交わした請書・内訳明細書ならびに工事下請

負基本契約書（元請・下請間）、個別工事下請負契約約款（下請・ニ次下請間）がある。これらの下請負契約ならびに二次下

請負契約間の契約以降は公共工事と民間工事で違いはなく、同じ様式のものが使われている。法定福利費に関する規定に関

しては次のような特徴を読み取ることができる。①労働者災害補償保険（労災保険）に関する規定は工事下請負基本契約書

（元請・下請間）、個別工事下請負契約約款（下請・ニ次下請間）ともに記述されている。②その他の労働保険、社会保険に

関しては何らの規定もない。③請書・内訳明細書に経費に関する費目は一切ない。これは元請・ 下請間、下請・ 二次下請間

のいずれにおいてもそうである。

これらには 4つの疑問・問題が潜在している。 1つは、下請・ニ次下請企業に経費を認めていないことは元請・下請に法

定福利費を支払う義務があることの認識がないこと。 2つには、最終的に労働三保険が掛けられていない技能労働者が多数

存在する場合、公共工事の発注者が支払っている下請事業者負担額も含めた法定福利費は元請、下請、二次下請どの段階で

消えてしまっているのか、それは公共発注者に返還されるべきことではないのか。 3つには、さらにいえば、大半の元請が

しくみとして下請の経費を認めていないとすれば、公共工事の発注者が支払っている法定福利費はもともと労働三保険の事

業主負担額として下請に支払う意思のない元請に贈与しているものと解される。 4つには、公共工事においてこのような認

識が元請にあるとすれば、民間工事において当該発注者に法定福利費（特に下請事業主負担額）の請求をすることが当然の

権利であり、義務であることの認識は期待すべくもない。

この筆者の一考は間違いで、この種の制度的不整合は存在しないのか、だとすればなぜ労働三保険が負担で重層下請構造

が深化しているのか、建設産業界からの明快な説明を期待したい。おそらくは、日建連、建専連の提言の中の現状認識に「あ

いまいな雇用形態」「法定福利費の負担を避ける下請構造への変化」とあるように、直接的に法定福利費を負担する関係に

関しては認識があるが、その原資、支払義務の所在、法的拘束力等に関しては充分な理解と法令遵守の精神が発注者、元請、

下請、二次下請等に欠けていたことは否めない。しかし、現状のように技能労働者の処遇が劣悪になり、建設生産システム

の脆弱性が露呈、品質の確保できた建物を獲得することがむずかしくなるなかでは、それらの関係者が問題解決に真摯に取

り組むことが求められる。

なお、ここで取り上げたある大手ゼネコン傘下の専門工事業者の例は、他の大手ゼネコン傘下の専門工事業者においても

ほぼ同様のことが言え、むしろ、躯体系、仕上げ系、設備系等の業種間の差が大きいと目される。

4. 韓国における労働三保険の実情

1950年代に日本の建設活動に関わる法制度（建築基準法、建築士法、建設業法等）の多くを移入した韓国においてその実

情はどうか。 2008年 12月に大阪府建団連（建設系専門工事業団体を傘下に置く社団法人）傘下の団体の有志 20社の人達
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とともに、韓国の元請建設業団体系の研究所（建設産業研究院）、専門工事業団体（大韓専門建設協会）の研究所（建

設政策研究院）ならびに元請、下請企業に訪問し、労働三保険の実情について調査した。実は、韓国では実質上の 2

次下請を容認する「施工参与者制度」を施行していたが、品質確保にとって効果が認められないことから 2007年に廃止し、

一次下請が技能労働者を直接雇用することにしたところである。もっとも、その場合の直接雇用は常時雇用でなく、プロジ

ェクト単位の雇用をも容認している。また、正式な滞留資格を持った外国人労働者に関しても同様な扱いとなっている。そ

のような状況の下で、果たして労働三保険はどのようになっているのか。

結論的には、技能労働者には労働四保険（上記三保険に労働者災害補償保険を加えた呼び方）が掛けられていることの義

務付けがあり、そのための費用は発注者から元請を経由して下請に支払われているとのことである。その全容をここで紹介

するには与えられた紙数ど情報の正確さに欠ける（正確であることの確認が取れていない）ため、公共工事の元請・下請間

の請負契約に適用する諸経費算定基準のみ表 2に掲げておく。表 2をみる限り、韓国の公共工事の場合、明らかに元請から

下請に対して労働四保険の支払いが行われることになっていることが確認できる。また、 1例ではあるが、実際の公立病院

建築工事における発注者と元請、元請と下請の契約内訳書を提供してもらったところ、元請から下請に対して労働四保険の

支払いが行われていることの確認ができた。

1950年代に日本の建設活動に関わる法制度を移入した韓国において、技能労働者の処遇の基本である労働三保険が掛けら

れており、日本で掛けられていない実態とそれに対する行政、元請の危機意識のなさは、日本の建設産業が抱える構造的な

問題であるといわざるを得ない。

0.91% 榮務費 x要率

1.37% 勢務費x要率

2.35% 勢務費x要率

なし 1直接工事費に包含

0.29% 
（材料＋直榮＋支給資材）X

要率

1.42% 勢務費x要率 110億won以上公共工事

表2 公共工事の元請・下請間の請負契約に適用する諸経費算定基準

5. 問題解決への最初の一歩

問題解決への最初の一歩として取り組む課題を摘記すると以下のとおりである。①まずは、労働三保険に関する法制度と

技能労働者の加入状況、保険料の負担関係等の現状を正確に認識する必要がある。②一方で、労働三保険に関する法制度に

おいて遵守すべきことの内容と建築プロジェクトでの発注者、元請、下請、二次下請、技能労働者等が有する権利と義務を

明確に示すことが肝要である。③また、労働三保険に関する法令を遵守したモデル現場を試行することも効果があろう。④

さらに、公共工事で言えば、法定福利費として支払われた費用がどのように元請、下請、二次下請に配分されているか、最

終的にはそれらが事業主負担額となり、一方で技能労働者の負担額とが一体となって労働三保険として掛けられているかい

ないかの追跡調査も必要であろう。⑤民間工事における発注者と元請との法定福利費に関する契約上の扱いについても慎重

かつ詳細に調査分析する必要がある。

いずれにせよ、社会資本整備の観点からいって、きわめて重要な役割を担っている技能労働者の守られるべき最低限の水

準は一日も早く回復すべきことである。この点で、今回、期を一にして出された日建連と建専連の提言には大いに期待したい。

［注］本稿は拙稿「建築コストをめぐる話題 (2) ~建築コストと技能労働者の労働三保険～，建築コスト研究， No.66, pp.35-39, 

2009.7」に韓国事情を加筆したものである。
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